
【職業実践専門課程認定後の公表様式】

昼夜

年

有

資格・検定名 種 受験者数 合格者数
ブライダルコーディネート技能検定 ③ 7人 6人

認定フェイシャルエステティシャン ③ 7人 7人

人

人

人

％

■卒業者に占める就職者の割合

％

■自由記述欄
特になし

（平成 30

0 名 0 ％

大原スポーツ医療保育福
祉専門学校

平成8年12月11日 赤星　哲志
〒910-0005
福井県福井市大手2-9-1

（電話） 0776-21-0001

（別紙様式４）

令和元年10月31日※１
（前回公表年月日：平成30年10月15日）

職業実践専門課程の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人大原学園 昭和54年4月1日 中川　和久
〒101-0065
東京都千代田区西神田1-2-10

（電話）

衛生 衛生専門課程 ビューティー科　ブライダルコース
平成23年文部科学省
告示第166号

－

学科の目的
本校は、教育基本法、学校教育法及び社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、教育・社会福祉分野、衛生分野及び文化・教養分野の専門課程を設置
し、それぞれの分野に必要な専門知識、技術に関する教育を施し、人格の陶冶を行い、社会に貢献しうる人材育成を目的とする。

03-3291-7981
分野 認定課程名 認定学科名 専門士 高度専門士

認定年月日 平成　27年　2月　17日

修業年限
全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数
講義 演習 実習 実験 実技

0 0
時間

生徒総定員 生徒実員 留学生数（生徒実員の内 専任教員数 兼任教員数 総教員数

2 昼間
1,700 736 214 750

学期制度
■１学期：4月1日～8月31日
■２学期：9月1日～12月31日
■３学期：1月1日～3月31日

成績評価

■成績表：
■成績評価の基準・方法
学期末試験、実習、レポート等総合判断優、良、可、不可の
4種を持って評価　 学則第12条の規定による

40人 12人の内数 0人 2人の内数 5人の内数 7人の内数

長期休み

■学年始：4月1日
■夏　 季：7月下旬～8月下旬
■冬　 季：12月下旬～1月上旬
■春　 季：3月下旬～4月上旬
■学年末：3月31日

卒業・進級
条件

別に定める履修の認定・進級・卒業に関する規定に基づき
校長が行う。

学修支援等

■クラス担任制： 有

課外活動

■課外活動の種類
■個別相談・指導等の対応 全日本電卓競技大会

運動系クラブ活動担任を中心に本人・保護者へヒアリング・指導を行い、問題を
１つずつ解決していく

■サークル活動： 有

■中途退学の主な理由

就職等の
状況※２

中途退学
の現状

■中途退学者 ■中退率

■就職指導内容

■主な就職先、業界等（平成３０年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

※３

■国家資格・検定/その他・民間検定等
ブライダル業界　ビューティー業界 （平成30年度卒業者に関する令和元年5月1日時点の情報）

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該当す
るか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの
③その他（民間検定等）

　　　　　　　　　　　　　 ： 100

■その他

年度卒業者に関する

令和1年5月1日 時点の情報）

■中退防止・中退者支援のための取組
中途退学の兆しとして、欠席・遅刻・早退の増加、授業への集中力の欠如及び検定試験へ
の受験意欲の低下などに現れる。よって、以下の内容を防止策として取り組んでいる。
(1) 欠席等の防止
一定の欠席累計到達者に対する面談による改善指導など
(2) 学習に対する意欲低下
目指す職業に就くためへのカリキュラム(検定試験含む)の必要性を説明するガイダン
スなどを定期的に実施にしている。
(3) その他
学校行事などの運営（運動会・球技大会・研修旅行）

全体指導によるレクチャー
個別面接トレーニングなど

平成30年4月1日時点において、在学者13名（平成30年4月1日入学者を含む）

平成31年3月31日時点において、在学者13名（平成31年3月31日卒業者を含む）

■卒業者数　　　　　　： 7

■就職希望者数　　　： 7

■就職者数　　　　　　： 7

■就職率　　　　　 　　： 100



当該学科の
ホームページ
ＵＲＬ

http://www.o-hara.ac.jp/hokuriku/senmon/

（留意事項）
１．公表年月日（※１）
最新の公表年月日です。なお、認定課程においては、認定後１か月以内に本様式を公表するとともに、認定の翌年度以降、毎年度７月末を基準日として最新の情報を反映
した内容を公表することが求められています。初回認定の場合は、認定を受けた告示日以降の日付を記入し、前回公表年月日は空欄としてください

２．就職等の状況（※２）
 「就職率」及び「卒業者に占める就職者の割合」については、「文部科学省における専修学校卒業者の「就職率」の取扱いについて（通知）（２５文科生第５９６号）」に留意
し、それぞれ、「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」又は「学校基本調査」における定義に従います。
（１）「大学・短期大学・高等専門学校及び専修学校卒業予定者の就職（内定）状況調査」における「就職率」の定義について
①「就職率」については、就職希望者に占める就職者の割合をいい、調査時点における就職者数を就職希望者で除したものをいいます。
②「就職希望者」とは、卒業年度中に就職活動を行い、大学等卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、卒業後の進路として「進学」「自営業」「家事手伝い」「留
年」「資格取得」などを希望する者は含みません。
③「就職者」とは、正規の職員（雇用契約期間が１年以上の非正規の職員として就職した者を含む）として最終的に就職した者（企業等から採用通知などが出された者）をい
います。
※「就職（内定）状況調査」における調査対象の抽出のための母集団となる学生等は、卒業年次に在籍している学生等とします。ただし、卒業の見込みのない者、休学中の
者、留学生、聴講生、科目等履修生、研究生及び夜間部、医学科、歯学科、獣医学科、大学院、専攻科、別科の学生は除きます。
（２）「学校基本調査」における「卒業者に占める就職者の割合」の定義について
①「卒業者に占める就職者の割合」とは、全卒業者数のうち就職者総数の占める割合をいいます。
②「就職」とは給料、賃金、報酬その他経常的な収入を得る仕事に就くことをいいます。自家・自営業に就いた者は含めるが、家事手伝い、臨時的な仕事に就いた者は就職
者とはしません（就職したが就職先が不明の者は就職者として扱う）。
（３）上記のほか、「就職者数（関連分野）」は、「学校基本調査」における「関連分野に就職した者」を記載します。また、「その他」の欄は、関連分野へのアルバイト者数や進
学状況等について記載します。

３．主な学修成果（※３）
認定課程において取得目標とする資格・検定等状況について記載するものです。①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの、②国家資格・検定のうち、修了と
同時に受験資格を取得するもの、③その他（民間検定等）の種別区分とともに、名称、受験者数及び合格者数を記載します。自由記述欄には、各認定学科における代表的
な学修成果（例えば、認定学科の学生・卒業生のコンテスト入賞状況等）について記載します。

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　有
①試験による特別奨学生制度：がんばる人を支援するために「試験による特別奨学生制度」を実施しています。この制度は、大原独自の特別奨学生試
験の結果に応じて入学金・授業料の全額または一部を免除するものです。
②資格・クラブ活動による特別奨学生制度：がんばる人を支援するために「資格・クラブ活動による特別奨学生制度」を実施しています。この制度は、大
原学園入学までに取得した資格や成績を一定のランクに認定し、そのランクに応じて入学金・授業料の全額または一部を免除するものです。

■専門実践教育訓練給付：　　非給付対象

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価：　　無



種別

①

①

①

①

③

③

③

③

（年間の開催数及び開催時期）

令和１年度

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

平成31年4月1日現在

中野　成一 大原スポーツ保育医療福祉専門学校　教務課長補佐

大原スポーツ保育医療福祉専門学校　校長 －

小倉　豪円 大原スポーツ保育医療福祉専門学校　副校長 －

川上　浩司 大原スポーツ保育医療福祉専門学校　教務部長 －

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

橋本　和宜 福井県洋菓子協会　専務理事

第１回　令和1年 7月26日　14：50～16：00

平成30年4月1日～令和2年3月31日

岩本　吉生 株式会社ローズガーデン　代表取締役 平成30年4月1日～令和2年3月31日

細野　敬治 株式会社セツコ　代表取締役 平成30年4月1日～令和2年3月31日

畑　一義 キムラ株式会社　教務課主任 平成30年4月1日～令和2年3月31日

上野　恭裕 有限会社　シュトラウス金進堂　代表取締役 平成30年4月1日～令和2年3月31日

－

赤星　哲志

嘉門　芳子 一般社団法人日本エステティック協会　Ajesthe認定講師 平成30年4月1日～令和2年3月31日

安本　健一 全日本ブライダル協会福井県支部　支部長 平成30年4月1日～令和2年3月31日

竹内　主計 福井県美容業生活衛生同業組合　理事長 平成30年4月1日～令和2年3月31日

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課
程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本
方針
①卒業生の主な就業先であるホテル・ブライダル企業・ネイルサロン・エステサロン・美容室等と連携して教育課程の編成
を行うことにより、専門的かつ実践的な知識・技術を修得した即戦力となる人材を育成する。
②ブライダル分野ならびにビューティー分野における学修の中心となるブライダル知識、ネイル業界、エステティックの知
識、そのたビジネススキル等の教育内容に関して、教育課程編成委員会を通じて常に業界の最新の情報を反映させる。
③上記①、②により編成された授業科目、内容が実践習得されているかどうか、教育課程編成委員による実践的視点で
評価を受け、課題を浮き彫りにする事で、教育の質の確保ならびに更なる教育の質向上に活用する。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

①位置づけについて
教務部（課）の上位に教育課程編成委員会を設置し、企業等からの提言を参考にして本校の教育課程編成について協議
策定するための機関として位置づける。また、委員会での協議結果は大原学園教育本部に提出し、大原学園全校の教育
課程編成にも活用していく。
②意思決定の過程について
（ア）学科の目的に基づき予め学内において現状の課題等を明確にした上で、教育課程編成委員会に提言を求める。
（イ）委員会では企業等からの意見を参考に次年度以降の教育課程編成に関する改善案を策定する。
（ウ）教育課程編成委員に教育現場の責任者である校長、副校長、教務課長、教務課長補佐が参加することで、企業等の
委員から提示された課題、改善提案を速やかに次年度以降の教育課程（授業科目、内容、手法）の編成に反映させること
ができる。
（エ）学園全体で共通する内容は学園教育事業部へ報告し、教育事業部で協議の上、教育課程編成に反映する。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿

名　前 所　　　属 任期

　　年2回開催（7月、12月）

（開催日時（実績））

第１回　平成30年 7月27日　14：50～16：00
第２回　平成30年12月7日　14：00～15：30



（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

ブライダル基礎

挙式をはじめ、ブライダルに関わる総合的な知識習得を目
的とする。その中でも、ブライダル基礎においては基礎的
部分の知識習得を目的とする。

一般社団法人全日本ブライダル協
会福井県支部

ブライダル応用

挙式をはじめ、ブライダルに関わる総合的な知識習得を目
的とする。その中でも、ブライダル応用においては応用的
部分の知識習得を目的とする。

一般社団法人全日本ブライダル協
会福井県支部

フットケア

フットケアについての様々な手技を習得することを目的と
する。お客様の状態に合わせた施術選択をできるようにな
るために、実践的にトレーニングを行う。

渡辺　晶子

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

専門的かつ実践的な知識・技能を有し即戦力となる人材を育成するためには、教員一人ひとりが常に実務に関する最新
の知識を持ち、指導スキルを身につけなければならない。
「大原学園　教職員研修規程」の目的に定めるとおり、教職員が専攻分野に関する知識・技能・企画力・判断力等を高める
ための環境を整備し、所属長の指示または本人の意志により、公平に研修等を受講する機会を与えるものとする。校内、
校外において学園が企画する研修は下記のとおり。
①教育課程編成委員会に参画する企業等から講師を派遣した実践的な知識・指導スキル研修
②大学教授等、専門分野に特化した講師として招いた研修会の実施
③学内に設置される附帯教育講座を利用しての自己啓発
なお、平成３０年度より、実務に関する研修、指導力の修得・向上のための研修について、さらに効果的な研修にするた
め、研修回数の増加や日程変更などの見直しを実施している。

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
①ブライダル分野における実習・演習は、現場の見学等における前後の指導を通じて、現場レベルのブライダルスタッフと
してのスキル構築を行う。
②ビューティー分野における実習・演習では業界のプロによるサロンワークなどを含めた実技指導を行う。
②企業等との連携による実習・演習を通じて学生のより実践的な知識・思考・技術の修得と、社会人としての意識改革を
実現する。
③企業等から実習・演習の授業内容、手法に関して具体的な助言を仰ぎ、学生の知識・技術の修得状況に対して実践で
活かせるレベルか否かを企業等の実務の視点から評価を仰ぐ。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

ブライダルならびに、ビューティー分野の授業運営に関して企業等と協定書を締結、打合せを行い、下記の４点について
講義内容の質向上のために連携している。
① 実習授業内容構築へのサポートならびに直接指導。
② 当該実習授業における評価ポイントの確認。
③ 授業方法に関する教員への指導。
④ 学生の学修習熟状況の評価。

２．「企業と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

接客において重要事項であるマナーを身に付けることが大切である。社会に対する意識づけが重要であり、社会に出るス
テップとして学生の間に挨拶や礼儀等のマナーを身に付けていく必要がある。授業開始、終了時の挨拶はもちろんのこ
と、当たり前のことを当たり前にできるよう指導を行っていく。以下に頂いた助言に対し具体的な対応を進めていく。
①１年次の現場見学前の学生には清潔感を意識した身だしなみや、接客のための笑顔・挨拶等を意識して欲しい。
②インターンシップの受け入れは可能であり、日常業務のヘルプやサポートを体験することにより、具体的な業務理解をし
て欲しい。
③就職活動のサロン実習では、いかにサロンの雰囲気やスタッフの雰囲気にとけこめるかが重要。そのため、考え方とし
ては、「自分がなじんでいく」という考え方や空気を読むことはもちろんお客様や先輩に喜んでいただくためにどうするかと
考えていく姿勢を意識して欲しい。



（２）研修等の実績

①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「アンガーマネジメントを学ぶ」
　（連携企業等：全日本ブライダル協会福井県支部）
一般社団法人全日本ブライダル協会と緊密な連携を保ち、各会員の協力を仰ぎながら効果的な、取り組みや勉強会を行
い、地域に根ざした結婚文化活動を展開していきます。ブライダル産業の地域発展と若手人材育成を目標に揚げ様々な
活動をする協会のため。
期間：平成31年3月6日（水）　　対象：ビューティー系教員1名参加
内容：怒りのコントロール術の習得

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名：「発達障がいと支援」
（連携企業等：福井県発達障害児者支援センター）
期　間：平成30年12月18日　　対象：全学科の教職員
内　容：発達障がいとはどういうものか知識を深め、個々に応じた合理的配慮の必要さを理解し、今後の学生指導に役立
たせていく。

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等
研修名「ＪＭＡ合同講師会、技術確認講習」
（連携企業等：一般社団法人ＪＭＡ）
メイク・ヘアーに関する業界リーディング団体であり、検定等も設置し、全国展開を行っている団体である。
期間：令和元年8月24日（土）　　　　　　対象：ビューティー系教員1名参加
内容：・メイクアップに関する昨年度の状況。協会が推進する検定対策指導に関するポイントの講習。
　　　　・メイクアップに関する最新技術の確認
　　　　・実技演習を通じての、各講師の情報共有による指導力の向上を行う研修である。

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名：「高校における教育相談」
(連携企業等：坂井高等学校）
期　間：令和1年12月17日
内　容：　(詳細は、今後打ち合わせを行い、決定する予定)

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。
また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
当学園の教育理念は、学生に対して資格取得教育、実務教育を施し、人格の陶冶を行いもって有為な産業人を育成する
ことである。この教育理念に基づき実践的な教育が実現出来ているか、また、その教育を実現するために必要な環境が
整っているかについて、学校関係者評価委員を設置して下記に示す評価項目から評価する。課題の残る評価結果につい
ては、課長職以上の管理職より改善計画を策定し、次年度以降の学校運営に反映させ改善を図る。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標
①理念・目的・育成人物像は定められているか。
②学校の特色はなにか。
③学校の将来構想を抱いているか。

（２）学校運営

①運営方針は定められているか。
②事業計画は定められているか。
③運営組織や意思決定機能は効率的なものになっているか。
④人事や賃金での処遇に関する制度は整備されているか。
⑤意思決定システムは確立されているか。
⑥情報システム化等による業務の効率化が図られているか。



（７）学生の受入れ募集

①学生募集活動は、適正に行なわれているか。
②学生募集活動において、教育成果は正確に伝えられているか。
③入学選考は適正かつ公平な基準に基づき行なわれているか。
④学納金は妥当なものとなっているか。

（８）財務

①中長期的に学校の財政基盤は安定しているといえるか。
②予算・収支計画は有効かつ妥当なものとなっているか。
③財務について会計監査が適正に行なわれているか。
④財務情報公開の体制整備はできているか。

（９）法令等の遵守

①法令、設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか。
②個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか。
③自己点検・自己評価の実施と問題点の改善に努めているか。
④自己点検・自己評価結果の公開はしているか。

（１０）社会貢献・地域貢献
①学校の教育資源や施設を活用した社会貢献を行なっているか。
②学生のボランティア活動を奨励、支援しているか。

（１１）国際交流

（３）教育活動

①各学科の教育目標、育成人材像は、その学科に対応する業界の人材ニー
ズに向けて正しく方向づけられているか。
②修業年限に対応した教育到達レベルは明確にされているか。
③カリキュラムは体系的に編成されているか。
④学科の各科目は、カリキュラムの中で適正な位置づけをされているか。
⑤キャリア教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法などが実施されてい
るか。
⑥授業評価の実施・評価体制はあるか。
⑦育成目標に向け授業を行なう事ができる要件を整えた教員を確保している
か。
⑧成績評価・単位認定の基準は明確になっているか。
⑨資格取得の指導体制はあるか。

（４）学修成果

①就職率（卒業者就職率・求職者就職率・専門就職率）の向上が図られてい
るか。
②資格取得率の向上が図られているか。
③退学率の低減が図られているか。
④卒業生・在校生の社会的な活躍及び評価を把握しているか。

（５）学生支援

①就職に対する体制は整備されているか。
②学生相談に関する体制は整備されているか。
③学生の経済的側面に対する支援体制は整備されているか。
④学生の健康管理を担う組織体制はあるか。
⑤課外活動に対する支援体制は整備されているか。
⑥学生寮等、学生の生活環境への支援は行なわれているか。
⑦保護者と適切に連携しているか。
⑧卒業生への支援体制はあるか。

（６）教育環境

①施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるように整備されている
か。
②学外実習、インターンシップ、海外研修等について十分な教育体制を整備
しているか。
③防災に対する体制は整備されているか。

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）学校関係者評価結果の活用状況

今年度の学校関係者評価委員会において、昨年に引き続き、学生の社会適応能力の低下について多くの意見を頂いた。
学生が社会人へと自立していくために現在行っている実学教育と人格形成教育の内容をさらに充実させる必要性をあらた
めて確認した。また、欠席超過、就職支援等、特別な配慮が必要な学生が多くなっていることについては、早期に他の教
員や保護者との情報共有を行い、連携して複数で対応していく。



種別

企業等委員

企業等委員

企業等委員

企業等委員

企業等委員

企業等委員

企業等委員

企業等委員上野　恭裕 有限会社　シュトラウス金進堂 平成30年4月1日～令和2年3月31日

（９）学校評価 学校関係者評価結果

（１０）国際連携の状況 留学生の募集

細野　敬治 株式会社セツコ 平成30年4月1日～令和2年3月31日

　　平成31年4月１日現在
（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名　前 所　　　属 任期

藤澤　賢之 社会福祉法人　ふじ乃里　ふじ保育園 平成30年4月1日～令和2年3月31日

山﨑　良恵 社会福祉法人　生喜会　生喜庵 平成30年4月1日～令和2年3月31日

鹿児嶋　隆夫 医療法人　慈豊会　田中病院 平成31年4月1日～令和2年3月31日

木瀬　備基 新田塚コミュニティ株式会社 平成31年4月1日～令和3年3月31日

畑　一義 キムラ株式会社 平成30年4月1日～令和2年3月31日

岩本　吉生 株式会社ローズガーデン 平成30年4月1日～令和2年3月31日

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

（ホームページ）

URL：https://www.o-hara.ac.jp/about/hyoka/

公表時期：令和元年9月30日

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況
（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
①実践的な職業教育における成果を広く周知することにより、入学希望者の適切な学習機会選択に資すること。そのため
に、学校関係者評価結果も含めて教育活動の状況や課題など学校全体に関する情報を分かりやすく示すこと。
②また、上記①により企業等との連携による教育活動改善を活発にし、社会全体の信頼に繋げていくこと。
③情報の公表を通じて学校の教育の質の確保と向上を図ることを目的とする。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応

（５）様々な教育活動・教育環境 ①学校行事　②クラブ活動

（６）学生の生活支援 学習や学校生活に対する不安解消（先輩の声）

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（３）情報提供方法

（ホームページ）

URL：https://www.o-hara.ac.jp/about/hyoka/

ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画
①学校の概要　②目標・方針・特色　③所在地、連絡先
④学校の沿革

（２）各学科等の教育
①カリキュラム、時間割、目指す資格
②検定、資格取得・検定試験合格実績　③卒業生の進路

（３）教職員 各学科の担当教員紹介

（４）キャリア教育・実践的職業教育 各学科の実習紹介

（１１）その他

（７）学生納付金・修学支援 ①学生納付金　②奨学金、学費減免等の紹介

（８）学校の財務 学園の財務状況公開
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○ ビジネス教養Ⅰ
電卓、漢字といったビジネスにおける基礎的教
養を身につけることを目的とする。

１
通
60 △ ○ ○ ○

○ ビジネス教養Ⅱ
電卓、漢字といったビジネスにおける応用的教
養を身につけることを目的とする。

２
通
60 △ ○ ○ ○

○ パソコン実習Ⅰ

PC操作の基本である、ワードの基本操作を身
に付けることを目的とする。
校内のＰＣを利用し、操作方法のレクチャーお
よび実践的なトレーニングを実施する。

１
①
②
60 △ ○ ○ ○

○ パソコン実習Ⅱ

PC操作の基本である、エクセルの基本操作を
身に付けることを目的とする。
校内のＰＣを利用し、操作方法のレクチャーお
よび実践的なトレーニングを実施する。

２
①
②
80 △ ○ ○ ○

○
サービス接遇
２級

お客様に対するホスピタリティを向上すべく、
サービス接遇検定２級の内容を理解することを
目的とする。

２
①
②
40 ○ ○ ○

○ 就職実務Ⅰ
就職活動に向けた基礎的な準備を進める。特
に第一印象を高めるべく内容をレクチャー、対
応できることを目的とする。

１
②
③
36 ○ ○ ○

○ 就職実務Ⅱ
就職活動は通過点として、社会人として必要な
ビジネススキルを身につける。

２
①
②
40 ○ ○ ○

○
検定対策
（エステ）

フェイシャルエステティシャン、ボディエステティ
シャンの認定試験に向けた知識習得を目的と
する。

２
①
30 ○ ○ ○

○
検定対策
（ＡＢＣ）

ブライダルコーディネート技能検定試験に向け
た知識習得を目的とする。

２
③
30 ○ ○ ○

○ ブライダル基礎

挙式をはじめ、ブライダルに関わる総合的な知
識習得を目的とする。その中でも、ブライダル
基礎においては基礎的部分の知識習得を目的
とする。

１
通
100 ○ ○ ○

○ ブライダル応用

挙式をはじめ、ブライダルに関わる総合的な知
識習得を目的とする。その中でも、ブライダル
応用においては応用的部分の知識習得を目的
とする。

２
通
100 ○ ○ ○

授業科目等の概要

（    衛生専門課程　ビューティー科　ブライダルコース）
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授

業

時

数

単

位

数

授業方法 場所 教員

企
業
等
と
の
連
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○
エステティック
理論

エステティシャンになるにあたり、必要な知識を
総合的に理解をすることを目的とする。

１
通
60 ○ ○ ○

○
フェイシャルエ
ステティック理
論

フェイシャルエステに関する基礎知識の習得を
目的とする。手技の習得をよりスムーズにする
ベースを整えるため、実践も交えながら学習す
る。

１
①
16 ○ △ ○ ○

○
フェイシャルエ
ステティック実
習

フェイシャルエステについての様々な手技を習
得することを目的とする。お客様の肌状態に合
わせた化粧品選択、施術選択をできるようにな
るために、実践的にトレーニングを行う。

１
通
120 ○ ○ ○

○ フットケア

フットケアについての様々な手技を習得するこ
とを目的とする。お客様の状態に合わせた施術
選択をできるようになるために、実践的にトレー
ニングを行う。

１
①
30 ○ ○ ○

○
ボディエステ
ティック理論

ボディエステに関する基礎知識の習得を目的と
する。手技の習得をよりスムーズにするベース
を整えるため、実践も交えながら学習する。

１
②
16 ○ △ ○ ○

○
ボディエステ
ティック実習

ボディエステについての基本的な手技を習得す
ることを目的とする。反復トレーニングを行い、
確実に技術を身に付ける。

１
②
③
60 ○ ○ ○

○
エステティック
実習

トータルエステについての応用的な手技を習得
することを目的とする。反復トレーニングを行
い、確実に技術を身に付ける。

２
①
②
100 ○ ○ ○

○ 化粧品学

エステティシャンとしてお客様に満足していただ
くためには、熟練したハンドテクニックとお客様
の肌状態に最適な化粧品を用いることが欠か
せないため化粧品基材の保水効果や皮脂膜効
果を理解する。

１
①
16 ○ △ ○ ○

○ 栄養学
エステティシャンとして外からだけでなく体の内
からの健康について理解し、施術者にアドバイ
スができる知識の取得を目的とする。

１
②
30 ○ △ ○ ○

○
メイクアップ
理論Ⅰ

スキンケアに関するカウンセリングが行える知
識の習得を目的とする。肌状態別のケア方法
や化粧品の選別について、実践を交えながら
学習する。

１
①
16 ○ △ ○ ○

○
メイクアップ
理論Ⅱ

肌状態別のケア方法について、実践を交えな
がら学習する。ＴＰＯに合わせたメイク術や特殊
メイクについて実践的なトレーニングを行う。

２
①
16 ○ △ ○ ○

○
メイクアップ
実習Ⅰ

メイクの基礎的な技術の習得を目的とする。メ
イク術や特殊メイクについて実践的トレーニン
グを行う。

１
通
60 ○ ○ ○

○
メイクアップ
実習Ⅱ

メイクの応用的な技術の習得を目的とする。メ
イク術や特殊メイクについて実践的トレーニン
グを行う。

２
①
②
60 ○ ○ ○



○ ネイル実習

ケアからカラーリング、アートに至るまでの一連
の流れについての技術を習得する。実践的にト
レーニングを行うことにより、資格取得に向けた
技術力向上を目的とする。

１
通
60 ○ ○ ○

○
ジェルネイル
初級

ジェルのカラーリングやアートの一連の流れに
ついての技術を習得する。実践的にトレーニン
グを行うことにより、資格取得に向けた技術力
向上を目的とする。

２
①
②
60 ○ ○ ○

○ ブライダル１級
ブライダル検定１級はブライダルにおける応用
的な総合知識を問う検定であり、この検定合格
に向けた知識習得を目的とする。

２
①
40 ○ ○ ○

○ ブライダル２級
ブライダル検定２級はブライダルにおける基礎
的な総合知識を問う検定であり、この検定合格
に向けた知識習得を目的とする

１
②
20 ○ ○ ○

○ ホテル実務
ホテルにおけるホスピタリティを学び、身につけ
ることを目的とする。

１
通
60 ○ ○ ○

○ 色彩学

色彩検定３級程度の知識を身に付けることを目
標とする。
色彩の知識はもちろん、商品やデザインへの
応用方法なども学ぶ。

１
①
30 ○ ○ ○

○ 手書きPOP
サービス業への就職において必要な、販売促
進の基礎を習得しＰＯＰ広告の作成を学ぶ。資
格取得に向けた実技能力向上を目的とする。

２
①
34 △ ○ ○ ○

○ 秘書概論
接客応対の様々な状況を理解した応対能力を
身に付けることを目的とする。
各状況に合った応対方法、注意点などを学ぶ。

２
①
40 ○ ○ ○

○ イベント実務
様々な学習を通じて身につけた知識、技術を発
表会にむけて総合的に成果の発表を目的とす
る。

２
①
60 ○ ○ ○

○ 着付け実習

着物とブライダルの関わりや着付けの技術を習
得することを目的とする。着物にあったヘアアレ
ンジや帯結びのバリエーションまでトータルに
着付けの技術向上を図る。

２
①
②
60 ○ ○ ○

３４　科目合計 1700　単位時間(      単位)

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

学則
（課程修了の認定）
第１３条　進級及び卒業の認定は、別に定める履修の認定・進級・卒業に関す
          る規定に基づき、校長が行う。
（卒業）
第２８条　全学科とも修業年限以上在学し、第１３条の認定を受けた者に対
し、
          校長は卒業証書を授与する。

１学年の学期区分 ３期

１学期の授業期間 １４週

（留意事項）


